
企画競争実施の公示

平成２８年６月２０日

分任支出負担行為担当官 九州地方整備局

川内川河川事務所長 坂元 浩二

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１．業務概要

（１）業務名：平成２８年度川内川子ども環境ネットワーク支援業務

（２）業務内容

本業務は、川内川流域の子どもたちや住民団体等が行う身近な川の水生生物調査

やゴミ調査の補助を行うとともに「川内川子ども環境ネットワーク」における発表

会の運営を補助し、河川愛護意識や環境意識を高めることを目的とする。

主な補助内容としては、現地での水生生物調査やゴミ調査実施時における調査器

具の事前準備や片付け、調査の補助、安全管理、発表会における会場設営等を行う

ものである。

（３）履行期間 契約締結の翌日から平成２９年２月２８日まで

２．企画競争参加資格要件

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該

当しない者であること。

（２）企画提案書の提出時において、平成２８・２９・３０年度国土交通省競争参加資格

沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。

（３）企画提案書の提出期限の日から契約締結日までの期間に、九州地方整備局長から指名

停止を受けていないこと。

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされ

てない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立

てがなされていない者であること。

ただし、手続開始の申し立てがなされている者においては、以下の①及び②の要件を

満たす場合、参加資格を有するものとする。

①手続開始の決定を受けていること。

②手続開始の決定後、以下のア）～ウ）を競争参加資格申請場所のいずれか１箇所に提

出していること。

ア）更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書（鮮明であれば写しでも可）



イ）許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証明する書類（鮮

明であれば写しでも可）

ウ）上記イ）に伴う競争参加資格審査申請書変更届（物品製造等）

（５）企画提案書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がない

こと。

①資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更正

会社又は更正手続きが存続中である場合は除く。

ア）親会社と子会社の関係にある場合

イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

②人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし（イ）については、会社の一方が更

正会社又は更正手続きが存続中の会社である場合は除く。

ア）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

（６）競争参加資格の申請の時期及び場所については、「競争参加者の資格に関する公示」

（平成２７年１２月２４日付け官報）に記載されている時期及び場所で申請を受け付け

る。

（９）九州地方整備局管内に本店・支店又は営業所等が存在すること。

（10）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものとして

国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（11）企画競争実施にかかる説明書の交付を直接受けた者であること。

３．手続等

（１）担当部局

〒８９５－００７５ 鹿児島県薩摩川内市東大小路町２０番２号

九州地方整備局 川内川河川事務所 経理課契約係

電話０９９６（２２）３２７２ ＦＡＸ０９９６（２２）６９０７

（２）説明書の交付期間、場所及び方法

平成２８年６月２０日から平成２８年６月３０日までの、土曜日、日曜日及び祝日を

除く毎日、９時００分から１７時００分まで。場所は（１）に同じ。

説明書の交付を希望する場合は、予め（１）の担当まで事前連絡を行うこと。



（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法

提出期限：平成２８年６月３０日１７時００分

提出場所：（１）に同じ。

提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る）によること。

（４）企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所

ヒアリング 無

但し、企画提案書の内容について担当部局より質問する場合がある。

４．その他

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ３（１）に同じ。

（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。

（４）企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わ

ない。

（５）提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行っ

た応募者に対して指名停止を行うことがある。

（６）特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があ

った場合、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、

開示対象となる場合がある。

（７）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものである

が、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。

（８）その他の詳細は企画競争実施にかかる説明書による。


